
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案

今回設定を行う水質汚濁に係る農薬登録保留基準の案は次のとおりです。（農薬登録

保留基準については参考１を参照のこと。）

農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件（昭和46年３月農林省告示第346号）第４号イの規

定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録保留基準（平成20年７月環境省告示第60

号）を改正し、下表の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度につ

いて同表の基準値を新たに設定します。

なお、新たに設定する基準値は当該基準値を定める告示の公布の日から適用

することとします。

農薬の成分 基準値

１－（１－メチル－１－フェニルエチル）－３－ｐ－トリルウ 0.79mg／l

レア（別名ダイムロン）

（ＲＳ）－１－メチル－２－ニトロ－３－（テトラヒドロ－３ 0.58mg／l

－フリルメチル）グアニジン（別名ジノテフラン）

（２ＲＳ，３ＲＳ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ 0.053mg／l

ジメチル－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イ

ル）ペンタン－３－オール（別名パクロブトラゾール）

（別紙１）


